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   愛北漁業協同組合育成事業補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、愛北漁業協同組合が行う水産業の生産力の増進と、漁業の振

興に要する経費に対し、予算の範囲内で愛北漁業協同組合に、町費補助金等予算執

行に関する規則（昭和５３年大口町規則第３号。以下「規則」という。）及びこの

要綱により補助金を交付する。 

 （事業の内容及び補助額） 

第２条 この要綱に基づき交付する補助対象事業の内容及び補助額は別表のとおり

とする。 

 （補助金の申請及び交付等） 

第３条 補助金の申請及び交付等については規則に定めるところによる。 

   附 則（昭和６２年２月２３日大口町訓令第３号） 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

別表（第２条関係） 

補助金の種類 対象経費 補助額 

愛北漁業協同組合育成

事業補助金 

 愛北漁業協同組合が行う内水面漁

業の振興補図るために要する経費 
定額 


